
 

 

 

 

平成２２年度(2010 年度) 第６回 中野区都市計画審議会 

 

 

日 時  平成２３年（2011 年）２月１５日（火）午後３時３０分から 

 

 

会 場  中野区役所 ４階 区議会 第１委員会室 

 

 

次  第 

 

 １ 会長及び副会長の選出 

   ・会長及び副会長の選出 

   ・審議会幹事の設置 

   ・審議会の役割など 

 

 ２ 諮問事項 

  （１）東京都市計画道路の変更について（東京都決定） 

  （２）東京都市計画道路の変更について（中野区決定） 

  （３）東京都市計画交通広場の変更について（中野区決定） 

  （４）東京都市計画駐車場の変更について（中野区決定） 

  （５）東京都市計画駐車場整備地区の変更について（中野区決定） 

 

 

 ３ 報告事項 

  （１）警察大学校等跡地地区の都市計画について 

 

 

 ４ その他 

 

 

                           －以 上－ 

平成 23 年（2011 年）3 月 10 日  

建 設 委 員 会 資 料  

都 市 整 備 部 経 営 担 当  



【第１９期中野区都市計画審議会委員名簿】 

 

任期：平成 23(2011)年 02 月 15 日～平成 25 年（2013）2 月 14 日 

区分 氏  名 備   考 

学 

識 

経 

験 

者 

(5) 

矢 島  隆 日本大学客員教授、(財)計量計画研究所シニアフェロー 

宮 村 光 雄 東京交通サービス（株）総務本部長 

田 代 順 孝 千葉大学大学院園芸学研究科教授 

松 本 暢 子 大妻女子大学社会情報学部教授、中野区住宅政策審議会委員 

村 木 美 貴 千葉大学大学院工学研究科准教授 

区 

 

 

民 

 

(10) 

高 橋  登志子 中野区町会連合会 

青 木  武 中野区商店街連合会 

堀  竹 志 (社)東京都宅地建物取引業協会中野区支部 

福 島 賢 哉 (社)東京都建築士事務所協会中野支部 

五 味 道 雄 東京商工会議所中野支部 

戸 矢 崎 哲 中野工業産業協会 

池 田 正 基 公募 

大 森 正 士 公募 

高 橋 今日子 公募 

矢 田 和 雄 公募 

区 

議 

会 

議 

員 

(4) 

ひぐち 和 正 自由民主党議員団 

伊 東 しんじ 自由民主党議員団 

久 保 り か 公明党議員団 

か せ 次 郎 日本共産党議員団 

行政 

機関 

(3) 

島 津 幸 廣 東京消防庁中野消防署長 

眞 崎  修 警視庁中野警察署長 

老 沼 宏 二 東京都第三建設事務所長 

※ 都市計画審議会委員は条例で２５人以内となっている。 

 

【２０１１年２月１５日現在】 

  



２０１０年度（平成２２年度）中野区都市計画審議会幹事名簿 

 

                              （２０１０年６月１５日現在） 

職    名 氏   名 内 線 

政策室長 竹 内  沖 司 ２２７０ 

都市整備部長 服 部  敏 信 ５８１０ 

都市整備部副参事（都市計画担当） 
相 澤  明 郎 ５８１１ 

都市整備部副参事（住宅担当） 

都市整備部副参事（交通・道路管理担当） 滝 瀬  裕 之 ５１１１ 

都市整備部副参事（公園・道路整備担当） 石 田  勝 大 ５９１１ 

都市整備部副参事（中野駅地区基盤整備担当） 石 井  正 行 ５９３１ 

都市整備部副参事（建築担当） 豊 川  士 朗 ５６１１ 

まちづくり推進室長 遠 藤  由紀夫 ５８４０ 

まちづくり推進室副参事（拠点まちづくり担当） 松 前  友香子 ５８４１ 

まちづくり推進室副参事 

（中野駅周辺まちづくり担当） 
秋 元  順 一 ５８５１ 

まちづくり推進室副参事（地域まちづくり担当） 上 村  晃 一 ５８３１ 

まちづくり推進室副参事（地域まちづくり担当） 田 中  正 弥 ５８６１ 

まちづくり推進室副参事 

（西武新宿線沿線まちづくり担当） 
萩 原  清 志 ５８７１ 

区民生活部副参事（産業振興担当） 高 橋  昭 彦 ３４１１ 

 

 

【事務局】 

都市整備部副参事（都市整備部経営担当） 相 澤  明 郎 ５８１１ 

都市整備部経営担当係長 河 村  正 弘 ５８１２ 

中野区役所代表  ０３（３３８９）１１１１ 

 

 



中野区都市計画審議会条例 

平成12年3月28日 

条例第35号 

中野区都市計画審議会条例(昭和46年中野区条例第19号)の全部を改正する。 

(設置) 

第１条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、

中野区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(組織) 

第２条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び区議会の議員につき、区長が任命する。 

２ 区長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは東京都の職員又は区民のうちから、審議会

を組織する委員を任命することができる。 

３ 前2項の規定により任命する委員の数は、15人以上25人以内とする。 

４ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 

５ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 

６ 臨時委員及び専門委員は、区長が任命する。 

(委員等の任期) 

第３条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

３ 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。 

４ 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。 

(会長及び副会長) 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。 

３ 副会長は、委員の互選により定める。 

４ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

(委任) 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成12年4月1日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正前の中野区都市計画審議会条例第3条の規定により任命又は委嘱された

委員は、第2条第1項又は第2項の規定により任命された委員とみなす。 

３ 第2条第3項中「25人」とあるのは、平成12年8月1日前に限り、「35人」とする。 

javascript:void%20fnInyLink(104863,'2120000004190105h.html','J77-2_K1')


中野区都市計画審議会条例施行規則 

昭和46年12月14日 

規則第41号 

 (趣旨) 

第１条 この規則は、中野区都市計画審議会条例(平成12年中野区条例第35号。以下「条例」という。)の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(委員) 

第２条 条例第2条第1項及び第2項の規定により任命する委員の数は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 学識経験者 5人以内 

(2) 区議会議員 7人以内 

(3) 区民 10人以内 

(4) 関係行政機関又は東京都の職員 3人以内 

(関係者の意見聴取等) 

第３条 中野区都市計画審議会(以下「審議会」という。)は、必要があると認めるときは、学識経験者そ

の他関係者の意見を聴くことができる。 

２ 審議会は、前項の規定により意見聴取等を行おうとする場合は、その旨を区長に通知しなければなら

ない。 

３ 第1項の規定による学識経験者その他関係者の招請は、会長が行う。 

(会議の公開) 

第４条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会

の議決により会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

(1) 会議において個人情報を取り扱う場合において、当該個人情報を保護する必要があるとき。 

(2) 会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれがあるとき。 

(傍聴人) 

第５条 傍聴人の数は、25人以内とする。 

２ 傍聴人は、前条の規定により審議会の会議の全部又は一部が非公開とされたときは、速やかに退場し

なければならない。 

(準用) 

第６条 中野区建築審査会傍聴規則(昭和58年中野区規則第29号)第2条及び第4条から第9条までの規定は、

審議会の会議の傍聴について準用する。 

(幹事) 

第７条 審議会の事務を補助させるため、審議会に幹事を置くことができる。 

２ 幹事は、会長の申出により、区の職員のうちから区長が任命する。 

(庶務) 

第８条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。 

(委任) 

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和53年5月1日規則第22号) 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則(昭和54年11月1日規則第46号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和61年3月31日規則第16号) 

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。 

附 則(昭和61年7月18日規則第46号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成2年12月20日規則第68号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成3年6月15日規則第42号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成8年7月12日規則第39号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成12年3月31日規則第42号) 

１ この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

２ 平成12年8月1日前に限り、第2条第2項中「7人」とあるのは「13人」と、同条第3号中「9人」とあるの

は「13人」とする。 

附 則(平成13年3月31日規則第30号抄) 

(施行期日) 

第１条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成14年9月30日規則第58号) 

この規則は、平成14年10月19日から施行する。 

附 則(平成16年3月31日規則第36号) 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年11月20日規則第90号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



中野区建築審査会傍聴規則 

昭和 58 年 6 月 17 日 

規則第 29 号 

 （目的） 

第１条 この規則は、中野区建築審査会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して

必要な事項を定めることを目的とする。 

 （傍聴の申し出） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴を希望する旨を係員に申し出、傍聴人名簿

に所定の事項を記載しなければならない。 

２ 傍聴人名簿に記載した者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人名簿に記載した日に

限り会議を傍聴することができる。 

 （傍聴人の数） 

第３条 傍聴人の数は、議長が会議場の広さ等を勘案して定める。 

 （傍聴の受付） 

第４条 傍聴の申し出は、会議の当日、会議場入口にて先着順に受け付ける。 

 （傍聴できない者） 

第５条 次の各号の一に該当する者は、会議場に入ることができない。 

(1) 銃器、刀剣その他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 

(3) 異様な服装をしている者 

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、はち巻き、腕章の類を所持し

ている者 

(5) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機の類を所持している者。ただ

し、議長の許可を得た者を除く。 

(6) ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持している者 

(7) 前各号に揚げる者のほか、審理を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると

認められる者 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第６条 傍聴人は、会議場内では静粛にし、次に揚げる事項を守らなくてはならない。 

(1) 会議場内における発言に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しな

いこと。 

(2) 発言、私語等をしないこと。 

(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(5) みだりに席を離れないこと。 

(6) 前各号に揚げるもののほか、会議場の秩序を乱し、審理の妨害となる行為をしな

いこと。 

 （撮影等の禁止） 

第７条 傍聴人は、会議場において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとする

ときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。 

 （議長等の指示） 

第８条 議長は、傍聴人に対し、会議場の秩序を維持し、円滑な審理を確保するため必

要な指示をし、又は係員に指示をさせることができる。 

２ 傍聴人は、議長及び係員の指示に従わなければならない。 

 （違反者に対する措置） 

第９条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、傍聴人がその命

に従わないときは、傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じることができる。 

 （委任） 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。 

 

附 則 

この規則は、昭和 58 年 7 月 1 日から施行する。 

（ 参 考 ） 



都市計画法（抜粋） 

 

 

 （都道府県の都市計画の決定）  

第十八条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画

を決定するものとする。  

２ 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、

第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければなら

ない。  

３ 都道府県は、大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係

る都市計画（政令で定める軽易なものを除く。）又は国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計

画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協

議し、その同意を得なければならない。  

４ 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。  

 

 （市町村の都市計画の決定）  

第十九条 市町村は、市町村都市計画審議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないとき

は、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会）の議を経て、都市計画を決定するものと

する。  

２ 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付

議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会

又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。  

３ 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画（都市計画区域について定めるものに

あつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事

項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。）を決定しようとするときは、あ

らかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。  

４ 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、

若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。  

５ 都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料

の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。  

 

 （市町村都市計画審議会）  

第七十七条の二 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応

じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。  

２ 市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。  

３ 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例

で定める。 

 

 

 



























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見書の要旨及び区の見解 
≪    東京都市計画道路の変更   ≫ 

≪   東京都市計画交通広場の変更  ≫ 

≪    東京都市計画駐車場の変更  ≫ 

≪ 東京都市計画駐車場整備地区の変更 ≫ 
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意見書の要旨 

 

東京都市計画道路、東京都市計画交通広場、東京都市計画駐車場及び東京都市計画駐車場整備地区の変更に係る都市計画の案を平成２３年１月２６日から

２週間公衆の縦覧に供したところ、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第２項の規定により１通（１名個人）の意見書の提出があった。

その意見書の要旨は次の通りである。 

名  称 意 見 書 の 要 旨 中 野 区 の 見 解 

・東京都市計画道路 

（中野歩行者専用道第１号線） 

・東京都市計画交通広場 

（中野駅北口広場） 

・東京都市計画駐車場 

（第 23 号中野駅北口駐車場） 

・東京都市計画駐車場整備地区 

（中野駅周辺駐車場整備地区） 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 賛成意見に関するもの   なし 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの   なし 

 

Ⅲ その他の意見に関するもの １通（１名個人） 

 

１ 都市計画に関する意見 

 

① 今回の都市計画変更だけをみるとチマチマしたもの

で、今後再度場当たり的な変更もあり得ると思ってし

まう。中野駅や区役所・サンプラザの一体開発の状況

が今後大きく影響すると思うが、それを見越しての変

更なのか不明である。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 

 

Ⅱ 

 

Ⅲ 

 

 １ 

 

中野区では、中野駅地区整備基本計画を定め、将来像を

示すとともに、その実現に向けて３期に分けて中野駅周辺

整備を推進することとしている。 

今回の都市計画変更は、主に、警察大学校等跡地の土地

利用転換に伴う中野駅周辺の利用者の増加等に適切に対

応するための基盤整備を目的に行うものである。  

今後の段階的な中野駅周辺整備にあたっては、必要に応

じて適切な時期に都市計画変更を行うべきものと考えて

いる。 
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② 中野駅周辺は、中野区基本構想（２０１０年改定）や

中野区都市計画マスタープラン（２００９年改定）に

は『東京の新たな顔』となるべくとされているが、『東

京の新たな顔』になれそうとも思えない。将来ペデス

トリアンデッキをかけるような昭和４０年代からの

陳腐な発想では無理な気がする。既存のものをぶち壊

すような発想とコンペやプロポーザルのような多く

の人の知恵をかり公明正大に決定していくことが必

要と思う。 

 

③ 地球環境と共生する都市づくりの姿勢がうかがえな

い。中野駅周辺は『にぎわいと環境の調和するまち』

と中野区都市計画マスタープランにも謳われている。

警察大学校等跡地ではより具体的に『先駆的な環境配

慮まちづくり』の推進とのことだったが、見事に裏切

られた。中野駅地区基盤整備には何か反映するものは

あるか。説明会の回答においても不明だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野駅地区整備にあたっては、学識経験者や行政機関か

らなる検討の場を設け、検討を重ねてきたものであり、こ

の内容については、議会報告を行うとともに、区民説明会

等を重ねながらご意見を伺ってきた。 

 今後とも、様々な視点からのご意見がいただけるよう工

夫しながら、中野駅周辺が東京の新たな顔にふさわしいま

ちとなるよう努めていきたい。 

 

 

 

中野駅地区整備にあたっては、公共交通の利便性向上や

自動車交通の円滑化を図ることで、環境に配慮した整備を

図っていく。また、駅前広場等の豊かなみどりの空間形成

を推進するなど、環境に配慮した基盤づくりなどにも努め

ていく。 
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２ その他の意見 

 

① 中野区は、公告・縦覧、意見書の周知は区報だけすれ

ばいいと考えているのか。東京都は、ホームページで

も広報をし、概要も公表している。西武新宿線立体交

差化の説明会においても、足を運んでの縦覧だけでな

く東京都のようにホームページへアップすることの要

望があった。中野区はなぜしないのか。理由を教えて

ほしい。 

 

② 昨年１２月１７日の中野区主催説明会『中野駅地区基

盤整備に係る都市計画変更について』での内容が、中

野区議会に伝えられていない。その説明会に参加した

区民等の意見やそれに対する区の回答は、公表される

ことなく『公告・縦覧』『意見書提出』の期間になった。

１２月１７日時点と現在とどこが変わったのか。どこ

も変わらないのか。区民等には知る由もない。また、

意見書を書く気力もなかなか維持できない。本来は、

１月２４日開催の中野区議会、中野駅周辺・西武新宿

沿線まちづくり特別委員会において公表されるべきで

あった。中野区の怠慢である。 

 

③ 東京都の理由書にある『放射第２６号線』とはどこか。 

 

 

 

 

 

都市計画案については、これまで９月および１２月に区

民等を対象とした説明会を実施し、その内容を公表してき

ており、説明会での配布資料についてはホームページで公

表している。 

 また、都市計画案の縦覧の周知については、区報のほか

中野区のホームページでもお知らせしているところであ

る。 

 

１２月１７日の区民説明会の内容は、１２月１０日の中

野駅周辺・西武新宿沿線まちづくり特別委員会において既

に報告した都市計画案である。 

 この区民説明会は、区の都市計画案の内容を広く区民等

に周知することを目的として開催したものである。 

 こういった周知を図ったうえで、今回改めて都市計画案

の『公告・縦覧』を行い、『意見書の提出』を受けるもの

である。 

 

 

 

 

 『補助第２６号線』であり、中野通りのことを指すもの

である。 
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④ 東京都の理由書において『東京の都市づくりビジョン

（改定）』の中野の将来像を引用しているが、【避難場

所としての安全性が確保されているとともに】の部分

が欠落しているのはなぜか。 

 

⑤ サンクオーレの周辺をみても、自転車やバイクの絶対

数が増えたこと、利用しやすさを考慮した駐輪場の不

足などで、１５年前よりも確実に歩道や公開空地がそ

れらに占拠されてきている。警察大学校跡地の開発が

進み、今後はより問題となることが容易に想像できる。

しかし、中野区から納得できる回答は聞いたためしが

ない。 

 

⑥ 中野駅地区全体の構想を模型にして区民等へ公表して

もらいたい。中野区も東京都も、説明責任を果たして

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理由書については、今回の都市計画変更の主目的である

交通結節点機能の強化に係る部分に主眼をおいて理由を

述べたものである。 

 

 

 警察大学校等跡地等の民間開発にあたっては、それぞれ

の開発の中で条例に基づき駐輪場整備を進めていく。   

 なお、中野駅地区整備においては、中野駅直近で公共と

して必要な自転車および自動二輪駐車場の台数を確保す

る計画である。 

 

 

 

 中野駅地区の整備内容については、区民説明会や区報、

ホームページにおいて、わかりやすいイメージパース図等

を活用しながら、適宜公表を行っている。 

 



■ 地区計画について 

 

１． 再開発等促進区を定める地区計画制度の段階的な運用によるまちづくり 

○ 警察大学校等跡地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、公民協働による

良好な都市環境を形成するため、「再開発等促進区を定める地区計画」制度を導入し、事業

者の建築計画の進捗に合わせて、段階的に地区計画の内容を決定している。 

○ 平成 20 年 10 月には、開発を先行する事業者の区域において、これら事業者からの提案に

基づき、未決定だった地区整備計画の一部事項を決定した。 

○ 今般、学校法人早稲田大学、警視庁及び中野区（中学校）の区域において、「中野四丁目地

区地区計画」の未決定事項を定めるための提案が事業者から出される段階に至った。 

 

２． 警察大学校等跡地の全体建築基本計画 

○ 当地区では、まちづくりガイドラインを策定し、警察大学校等跡地の国有地を活かして、

公共と民間のパートナーシップにより、地区で一体の開発整備を推進することとしている。 

○ こうした開発整備を推進するため、開発が具体化した区域ごとの事業者の個別計画だけで

なく、再開発等促進区全体での遵守事項を設け、その遵守事項について開発協議会を設置

して調整・検証・確認することとしている。 

○ 平成 20 年 10 月、開発協議会において、開発を先行する事業者の建築計画及びまだ建築計

画が具体化していなかった事業者の区域にはモデルプラン（区作成）を配置し、各事業者

が協議調整しながら、再開発等促進区全体での遵守事項に則する全体建築基本計画をとり

まとめた。 

○ 今般、平成 20年に区が作成し配置していたモデルプランを、早稲田大学、警視庁及び中野

区（中学校）の実際の建築計画と置き換えて、開発協議会において再開発等促進区全体で

の遵守事項について再確認を行った。（別添資料１参照） 

 

３． 新たな全体建築基本計画に基づく再開発等促進区全体での遵守事項の確認結果 

① 再開発等促進区の区域内の複数建築物を一体とみなした場合、区域外に生じる日影は、都

条例で指定する時間以下となっている。 

② 再開発等促進区の区域内を一体とした場合（地区一体の敷地面積は 117,270 ㎡）、東京都再

開発等促進区を定める地区計画運用基準に基づく有効空地の最低限度 55,250 ㎡を超える、

およそ 55,400 ㎡の有効空地が確保できている。 

③ 地区全体の発生集中交通量を「大規模開発地区関連交通計画マニュアル改訂版（Ｈ19 年 3

月：国土交通省）」に従い予測した結果、自動車、歩行者ともに処理可能な範囲である。 

④ 東京都における避難場所指定の考え方に基づいて、平成 20 年 10 月に予測した開発後の避

難有効面積（およそ 10.98ha）を上回る避難有効面積が確保できる計画となっている。 

４． 早稲田大学、警視庁及び中野区（中学校）から示された建築計画の概要 

（別添資料２参照） 

５． 事業者からの企画提案書の受理 

○ 遵守事項が確認されたので、区は早稲田大学、警視庁及び中野区（教育委員会）の３事業

者から、それぞれ中野四丁目地区地区計画の変更に関する企画提案書を近々に受理し、東

京都に送付する予定である。 

○ この企画提案書送付を受け、東京都は、中野四丁目地区地区計画の区域 2－１、区域 3－1、

区域 3－2の変更に係る手続きを開始する予定となっている。 

 

 

平成 19 年 4 月 「中野四丁目地区地区計画」の目標、方針、再開発等促進区、主要な公共施設及

び地区整備計画の一部を決定。（容積率や高さの最高限度など地区計画の一部事

項を未決定） 

平成 20 年 10 月 国有地を取得した明治大学、帝京平成大学、中野駅前開発特定目的会社は、開発

の計画段階で中野四丁目地区地区計画について未決定事項を追加して定めるた

めの企画提案書を作成。 

平成 21 年 6 月 中野四丁目地区地区計画を変更し、明治大学、帝京平成大学、中野駅前開発特定

目的会社の開発区域に、未決定事項を追加して決定。（都決定） 

平成 23 年 2 月 早稲田大学、警視庁及び中野区（区立中学校）は、開発計画の具体化にあわせ、

それぞれの区域について、中野四丁目地区地区計画に未決定事項を追加して定め

るための企画提案書を作成。 

平成 23 年 8 月(予定) 中野四丁目地区地区計画を変更し、早稲田大学、警視庁及び中野区（区立中

学校）の開発区域に、未決定事項を追加して決定。（都決定） 

再開発等促進区全体での遵守事項 

① 再開発等促進区の区域内の複数建築物を一体とみなした場合の区域外への日影の影響 

② 再開発等促進区の区域内で必要となる有効空地率の確保 

③ 再開発等促進区の開発が周辺の交差点等の道路交通に及ぼす影響 

④ 避難場所「中野区役所一帯」の避難有効面積の確保（再開発等促進区を含む避難場所「中野区

役所一帯での確保」 

平成 23 年（2011 年）2 月 15 日 
中 野 区 都 市 計 画 審 議 会 資 料  
まちづくり推進室拠点まちづくり担当 

警察大学校等跡地地区の都市計画について 



■ 都市計画公園について 

 

１． 国有地を活用した中野中央公園の拡張 

○ 国は、警察大学校等跡地地区内の国家公務員宿舎建設を中止し、建設を予定していた土地

を売却することとなり、区は昨年、財務省に取得要望書を提出した。 

○ 区が当該用地を取得できれば、既存の中野中央公園の一部として整備することとし、近隣

公園としての公園機能の充実を図る。 

○ 当該用地をオープンスペースとすることは、警察大学校等跡地地区中央部の防災空間の拡

大や避難動線改善など、地域防災機能をより一層向上させることとなる。 

○ また、北側中学校校庭と一団のオープンスペースとなるため、中学校の教育環境向上も期

待できる。 

 

平成 19 年 4 月 中野中央公園の都市計画決定（中野区決定） 

  ◇面積；約 1.5ha ◇種別；近隣公園 

平成 22 年 7 月 中野中央公園拡張に関する区の方針決定 

◇国の国家公務員宿舎建設計画に変化があれば、区は当該用地を中野中央公

園の拡張用地として取得する。 

平成 22 年 10 月 国家公務員宿舎建設の中止 

          ◇財務省が当該用地売却に関する公募を開始 

          ◇区は財務省に当該用地の取得要望書を提出 

※ 平成 22 年度末までには、取得要望に関する国の審査や国有財産関東地方審議会の審議を経

て、区への売却が決定される予定。 

※ 区への売却が決定された後、都市計画変更手続きに着手。 

 ◇区域の変更 ◇面積の変更（約 1.5ha→約 2.1ha） 



 
別添資料 1 

■ 全体建築基本計画 

注） ・区域 2-1、区域 3－1、区域 3－2 は、事業者から提出された建築基本計画を配置した。 

   ・区域 1-1、1-2、4、5 の建築プランは、各事業者からこれまで明らかにされている建築計画を配置した。 

   ・東京警察病院、野方警察署は、現状の建物を配置した。 

   ・新区庁舎は、現時点で想定される建物を配置した。（将来、先行する事業者の建築物を規定のものとして、再開発

等促進区全体での遵守事項を守れる範囲で建築物の検討を行う。従って実際の建築プランは異なるものとなる。） 

   ・杉並区の区域の建築物は、避難場所の避難有効面積算定に必要となるため、配置した。 

再開発等促進区及び 
地区整備計画の区域 



 

区域 区域 2－1 区域 3－1 区域 3－2 

事業者 学校法人早稲田大学 警視庁 中野区 

敷地面積 約 7,710 ㎡ 約 3,600 ㎡ 約 10,720 ㎡ 

延床面積 約 30,670 ㎡ 約 9,000 ㎡ 約 12,500 ㎡ 

容積率 370％ 200％ 120％ 

主な用途 寄宿舎・学校・店舗 警察署・寄宿舎 学校（中学校） 

最高高さ 約 43ｍ 約 37ｍ 約 27ｍ 

スケジュール 

（予定） 

平成 23 年度着工 

平成 25 年度竣功 

平成 24 年度着工 

平成 26 年度竣功 

平成 24 年度着工 

平成 25 年度竣功 

■ 建物概要 

N

0 20

50 200m

100

5

区域 区域

区域東京警察病院

都市計画公園（予定）

2－1 3－1

3－2

イメージパースの

視点方向

A B

C

A 早稲田大学イメージパース B 警視庁イメージパース C 中野区（統合中学校）イメージパース

区域 2－1、区域 3－1及び区域 3－2の建築基本計画
別添資料２

□配置計画図

 
 

南立面イメージ 

 
 

西立面イメージ 

□配置計画図 

■ コンセプト・施設概要

＜区域 2－1＞

○ 知識の創出・蓄積・伝搬の拠点となる教育機能を発信する。

○ 留学生を主とした寄宿舎を整備し地域社会と留学生の異文化交流の

　 場づくりを目指す。

○ 大学の教育研究機能を広く社会に開放するための機関を設け、地域

　 社会に開かれた生涯学習の場づくりを目指す。

＜区域 3－1＞

○ 地区の豊かな暮らしの保障と、安全・安心・環境との調和を実現する。

○ 警察庁舎、野方警察署の単身待機宿舎及び交通機動隊駐車場の複合用

　 途の公共施設整備を行う。

○ 警察施設ではあるが、敷地の一部は定常的な塀を設けず、地域社会に

　 開かれた公共空間づくりを目指す。

＜区域 3－2＞

○ 将来の教育の変化に柔軟に対応でき、生徒の可能性を大きく引き出す

　 教育空間をつくる。

○ 区立小中学校再編計画に基づき、第九中学校と中央中学校の統合新校

　 整備を行う。

○ 安全・安心な地域住民が利用しやすい学校として、校庭・体育館・プ

　 ールは、地域開放を行う。

□配置計画図




